
京 都 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 
（前 略） 

第６条 授業科目並びにその単位数及び授業時間数

は、教授会で定める。 
（後 略） 

 

第６条 授業科目、その単位数、授業時間数及び研

究指導に関する事項は、教授会で定める。 
 

附 則 
 この規程は、令和元年１１月１５日から施行する。 
 

  


